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平成 24 年度 北海道立特別支援学校高等部(知的障害)生徒募集要領 
北海道立特別支援学校高等部(知的障害) 

１ 募集人員等 
 (1) 学校名、募集学科及び人員（訪問教育対象生徒については別記） 

職
業
学
科
を
設
置
す
る
高
等
部 

学 科 群 障害の程度が比較的軽い学科 障害の程度が比較的重い学科 合

計 

寄
宿
舎 

          学科名 
学校名 農業科 産業科 木工科 工業科 

環境･流通 
サポート科 

家庭科 
クリーニ 
ン グ 科 

福祉サー 
ビ ス 科 

生 活 
園芸科 

生 活 
窯業科 

生 活 
技術科 

生 活 
家庭科 

北 海 道 雨 竜 高 等 養 護 学 校 ８人 ／ ８人 ８人 ／ 16人 ／ ／ ８人 ８人 ／ ／ 56人 ○ 
北 海 道 札 幌 高 等 養 護 学 校 ／ 16人 16人 ／ ／ ／ ８人 ／ ８人 ／ ／ ８人 56人 ○ 
北海道札幌稲穂高等支援学校 ／ ／ ８人 ／ 16人 ／ ／ ８人 ／ ／ ８人 ８人 48人 ／ 
北 海 道 白 樺 高 等 養 護 学 校 ／ ８人 ８人 ８人 ／ ８人 ８人 ／ ８人 ８人 ／ ／ 56人 ○ 
北海道新篠津高等養護学校 ／ 16人 ８人 ／ ／ ８人 ８人 ／ ８人 ／ ／ ８人 56人 ○ 
北 海 道 小 樽 高 等 支 援 学 校 ／ ／ ８人 ／ 16人 ／ ／ 16人 ／ ／ ８人 ８人 56人 ○ 
北 海 道 伊 達 高 等 養 護 学 校 ８人 ／ ８人 ８人 ／ ８人 ／ ／ ８人 ８人 ／ ／ 48人 ○ 
北海道函館五稜郭支援学校 ／ ／ ／ ／ 16人 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 16人 ／ 
北 海 道 今 金 高 等 養 護 学 校 ８人 ８人 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ８人 24人 ○ 
北 海 道 美 深 高 等 養 護 学 校 ／ ／ ８人 ８人 ／ ８人 ／ ／ ８人 ８人 ／ ／ 40人 ○ 
北 海 道 小 平 高 等 養 護 学 校 ／ ８人 ８人 ／ ／ ／ ８人 ／ ８人 ／ ／ ／ 32人 ○ 
北 海 道 紋 別 高 等 養 護 学 校 ／ ８人 ８人 ／ ／ ８人 ８人 ／ ８人 ／ ／ ／ 40人 ○ 
北海道中札内高等養護学校 ８人 ８人 ８人 ８人 ／ ／ ／ ／ ／ ８人 ／ ８人 48人 ○ 
北海道中標津高等養護学校 ／ 16人 16人 ／ ／ ／ ８人 ／ ８人 ／ ／ ８人 56人 ○ 

 

普

通

科

を

設

置

す

る

高

等

部 

学  科  群 障害の程度が重い学科 寄
宿
舎 

学  科  群 障害の程度が重い学科 寄
宿
舎 

                    学科 普  通  科                    学科 普  通  科 

学校名               学級名 普通学級 重複学級 計 学校名               学級名 普通学級 重複学級 計 
北海道夕張高等養護学校 ／ ９人 ９人 ○ 北 海 道 七 飯 養 護 学 校 24人 ３人 27人 ○ 
北 海 道 美 唄 養 護 学 校 ８人 ６人 14人 ○  お し ま 学 園 分 校 ８人 ３人 11人 ／ 
北 海 道 南 幌 養 護 学 校 16人 ３人 19人 ○ 北 海 道 鷹 栖 養 護 学 校 ８人 ６人 14人 ○ 
北 海 道 札 幌 養 護 学 校 32人 ３人 35人 ／ 北 海 道 東 川 養 護 学 校 ８人 ３人 11人 ○ 
 も な み 学 園 分 校 ８人 ６人 14人 ／ 北 海 道 稚 内 養 護 学 校 ８人 ３人 11人 ○ 

共 栄 分 校 ８人 ３人 11人 ／ 北 海 道 北 見 支 援 学 校 ８人 ３人 11人 ／ 
北 海 道 星 置 養 護 学 校 24人 ３人 27人 ○ 北 海 道 紋 別 養 護 学 校 ８人 ３人 11人 ○ 
北 海 道 余 市 養 護 学 校 16人 ３人 19人 ○  ひまわり学園分校 ８人 ３人 11人 ／ 

 しりべし学園分校 ８人 ３人 11人 ／ 北 海 道 帯 広 養 護 学 校 16人 12人 28人 ○ 
北 海 道 室 蘭 養 護 学 校 ８人 ９人 17人 ○ 北 海 道 釧 路 養 護 学 校 24人 ９人 33人 ○ 
北 海 道 平 取 養 護 学 校 ８人 ３人 11人 ○  

  静内ペテカリの園分校 ８人 ３人 11人 ／ 
 
 (2) 寄宿舎 

寄宿舎を設置する特別支援学校の入学者で通学が困難な者は、寄宿舎に入舎することができる。 
 
２ 修業年限 
  修業年限は、３年とする。 
 
３ 出願資格 

出願資格のある者は、知的障害があり、かつ、次に該当する者である。 
 (1) 学校教育法第82条において準用する同法第57条の規定に基づき、次のいずれかに該当する者 

ア 特別支援学校（平成19年３月以前に設置されていた盲学校、聾学校及び養護学校を含む。）の中学部又は中学校を卒業した
者（平成24年３月末日までに卒業見込みの者を含む。) 

イ 中等教育学校の前期課程を修了した者（平成24年３月末日までに中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者を含む。) 
ウ 外国において、学校教育における９年の課程を修了した者 
エ 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 
（平成24年３月末日までに当該施設の当該課程を修了する見込みの者を含む。) 
オ 文部科学大臣の指定した者 
カ 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則（昭和41年文部省令第36号）により、中学校を卒業した者と同等以上の学
力があると認定された者 

キ 出願先の特別支援学校の校長が、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 
(2) 特別支援学校分校高等部に出願する者にあっては、原則として当該特別支援学校（平成19年３月以前に設置されていた養護学
校を含む。）分校中学部を卒業した者（平成24年３月末日までに卒業見込みの者を含む。) 

(3) 道外からの出願については、保護者の住所が道外に在り、平成24年４月７日（土）までに道内に住居を移転することが確実な
場合であり、出願に当たっては、５、６に定めるところによるほか、併せて、出願事情を説明した書類を提出するものとする。 

 
４ 出願・志望できる学校 
(1) 出願・志望できる学校は、１(1)表に示した学校のうち１校とする。 
(2) 普通科を設置する高等部において、入学願書の「志望内容」の「普通・重複学級」の欄に○印を記入する。 
(3) 出願・志望できる学科は、１(1)表に示した学科とする。 
ア 各学科群の主な教育内容 
(ｱ) 「障害の程度が比較的軽い学科」では、職業自立など社会自立に必要な知識、技能、態度などの能力を養い、その習慣形
成を目指している。各学科の特色を生かした作業学習を中心に行うとともに、体力つくりにも力を入れた指導を行う。 

(ｲ) 「障害の程度が比較的重い学科」では、将来可能な限り福祉就労、社会参加に必要な知識、技能、態度などの能力を養
い、その習慣形成を目指している。各学科の特色を生かした作業学習を中心に行うとともに、体力つくりにも力を入れた指
導を行う。 

(ｳ) 「障害の程度が重い学科」では、保護者や地域の人々等の支援をもとに可能な限り社会に参加するために必要な知識、技
能、態度などの能力を養い、その習慣形成を目指している。身辺処理能力など、基本的な生活習慣の向上を図ることを中心
とした指導を行う。なお、北海道夕張高等養護学校においては、必要な医療的ケアに配慮した個別の指導を中心に行う。 
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イ  「障害の程度が比較的軽い学科」(農業科、産業科、木工科、工業科、環境・流通サポート科、家庭科、クリーニング科及
び福祉サービス科）については、出願しようとする学校に設置されている学科のうち、第１志望として出願する学科を含め、
北海道白樺高等養護学校は、第５志望まで、北海道雨竜高等養護学校、北海道新篠津高等養護学校、北海道伊達高等養護学
校、北海道紋別高等養護学校、北海道中札内高等養護学校は、第４志望まで、北海道札幌高等養護学校、北海道札幌稲穂高等
支援学校、北海道小樽高等支援学校、北海道美深高等養護学校、北海道小平高等養護学校、北海道中標津高等養護学校は、第
３志望まで、北海道今金高等養護学校は、第２志望まで出願することができる。北海道函館五稜郭支援学校は、第１志望のみ
に出願することができる。 
「障害の程度が比較的重い学科」（生活園芸科、生活窯業科、生活技術科及び生活家庭科）については、出願しようとする

学校に設置されている学科のいずれかを第１、第２志望とすることができるが、北海道今金高等養護学校、北海道小平高等養
護学校、北海道紋別高等養護学校は、第１志望のみに出願することができる。 
また、北海道函館五稜郭支援学校を除く学校では、「障害の程度が比較的軽い学科」として設置されている学科を第１志望

として出願する場合は、「障害の程度が比較的重い学科」として設置されている学科を併せて希望することができる。また、
「障害の程度が比較的重い学科」として設置されている学科を第1志望として出願する場合は、「障害の程度が比較的軽い学
科」として設置されている学科を併せて希望することができる。 

 
５ 出願手続等 
(1) 出願に必要な書類は、返信用切手（１部200円、２部240円、３～５部390円、６～10部580円）を同封し、志望校に必要部数を
請求する。 
なお、職業学科を設置する高等部における出願書類の請求に当たっては、「障害の程度が比較的軽い学科」として設置されて

いる学科を第１志望として出願する場合は、「障害の程度が比較的軽い学科」と明示し、また、「障害の程度が比較的重い学
科」として設置されている学科を第１志望として出願する場合は、「障害の程度が比較的重い学科」と明示する。 

(2) 出願書類 
ア  入学願書 
イ 個人調査書 
ウ 受検票(2) 
エ その他出願に必要な書類 

(3)  出願書類の提出 
指定した期日までに出願先の校長あてに提出する。 

  
６ 出願期間 

出願期間は、平成24年１月５日（木）から平成24年１月19日（木）正午までとする。ただし、職業学科を設置する高等部への出
願は、平成24年１月５日（木）から平成24年１月12日（木）正午までとする。 

 
７ 出願変更 

職業学科を設置する高等部へ出願した者は、出願先の変更を行うことができる。 
(1) 出願変更の受付期間 

平成24年1月13日（金）から平成24年１月19日（木）正午までとする。 
(2) 出願変更の手続 
ア  出願の変更をしようとする出願者は、現に在学している、又は卒業した特別支援学校（平成19年３月以前に設置されていた
盲学校、聾学校及び養護学校を含む。）又は中学校等の校長（以下「在学校等の校長」という。）を経由して当初の出願先で
ある学校に、願書を転送するために必要な速達・簡易書留用切手（出願変更先1校につき１名710円、２名770円、３～４名810
円、５名1,060円）を同封し、出願変更届及びその他出願変更に必要な書類を提出すること。 

イ 出願変更届を受け付けた当初出願先の校長は、志望校に変更があるときは、出願変更後の志望校の校長に出願書類を送付す
ること。 

(3) 出願変更を行う場合の留意事項 
ア  出願変更先は職業学科を設置する高等部に限るものとする。 
イ 出願変更に伴う学科の変更については、「障害の程度が比較的軽い学科」（農業科、産業科、木工科、工業科、環境・流通
サポート科、家庭科、クリーニング科又は福祉サービス科）から「障害の程度が比較的重い学科」（生活園芸科、生活窯業
科、生活技術科又は生活家庭科）への変更及びその逆の変更ができること。 

(4) 出願状況の発表 
職業学科を設置する高等部における出願状況の発表の期日等は、次のとおりとする。 

ア  当初出願の状況 
期  日 時間 発 表 内 容 場          所 

１月13日（金） 10:00 平成24年１月12日（木） 
正午までの出願状況 

職業学科を設置する知的障害特別支援学校（掲示） 
特別支援教育課（発表） 

    イ 最終出願の状況 
期  日 時間 発 表 内 容 場          所 

１月23日（月） 10：00 平成24年１月19日（木） 
正午までの出願状況 

職業学科を設置する知的障害特別支援学校（掲示） 
特別支援教育課（発表） 

 
８ 入学者の選考方法 
(1) 職業学科を設置する高等部においては、選考検査（運動能力に関する検査、作業能力に関する検査、生徒面接）の結果及び個
人調査書を総合的に評価し、選考する。 
運動能力に関する検査では、「新体力テスト」（文部科学省）等の種目の中から数種目の検査を実施する。作業能力に関する

検査では、指先を使った細かな作業や道具の操作、体全体を使う作業等の検査を実施する。生徒面接では、日常生活や作業場面
等で必要とされる会話や文字、数量等の知識及び理解力に関する質問等を実施する。 

(2) 普通科を設置する高等部においては、集団参加・行動検査及び個人調査書を総合的に評価し、選考する。 
集団参加・行動検査では、少人数の集団における自発的な活動の状況や、指示に対する理解や行動の状況等を把握する検査を

実施する。 
 
９ 選考検査の日時と場所 
(1) 日 時 

職業学科を設置する高等部においては、平成24年１月30日（月）～平成24年２月２日（木）のいずれかの日の午前９時又は午
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後１時から行う。 
北海道夕張高等養護学校は、平成24年１月30日（月）、北海道夕張高等養護学校を除く普通科を設置する高等部においては、

平成24年１月31日（火）とする。 
なお、選考検査の日時は、職業学科を設置する高等部においては、最終出願締め切り後（出願変更後）、最終の出願先として

出願した学校から速やかに連絡する。 
(2) 場 所 

職業学科を設置する高等部においては、出願した学校で実施する。 
普通科を設置する高等部においては、当該学校及び分校で実施する。 

 
10 出願先及び受検会場 
 学  校  名 〒郵便番号 住          所 電話番号 

職
業
学
科
を
設
置
す
る
高
等
部 

北 海 道 雨 竜 高 等 養 護 学 校 07 8 - 2 6 0 0  雨竜郡雨竜町字尾白利加92番地21 0 1 2 5 - 7 8 - 3 1 0 1  
北 海 道 札 幌 高 等 養 護 学 校 00 6 - 0 8 2 9  札幌市手稲区手稲前田485番地３     0 1 1 - 6 8 5 - 7 7 4 4  
北海道札幌稲穂高等支援学校 00 6 - 0 0 3 4  札幌市手稲区稲穂４条７丁目12-１ 0 1 1 - 6 9 5 - 6 9 2 2  
北 海 道 白 樺 高 等 養 護 学 校 06 1 - 1 2 6 4  北広島市輪厚621番地１ 01 1 - 3 7 6 - 2 3 5 3  
北 海 道 新 篠 津 高 等 養 護 学 校 06 8 - 1 1 1 5  石狩郡新篠津村第45線北13番地 01 2 6 - 5 8 - 3 2 8 0  
北 海 道 小 樽 高 等 支 援 学 校 04 7 - 0 2 6 1  小樽市銭函１丁目10番１号 01 3 4 - 6 1 - 3 4 0 0  
北 海 道 伊 達 高 等 養 護 学 校 05 2 - 0 0 1 2  伊達市松ケ枝町105番地13 0 1 4 2 - 2 5 - 5 1 1 5  
北 海 道 函 館 五 稜 郭 支 援 学 校 04 0 - 0 0 0 1  函館市五稜郭町39番13号 0 1 3 8 - 5 3 - 9 3 9 5  
北 海 道 今 金 高 等 養 護 学 校 04 9 - 4 3 0 4  瀬棚郡今金町字今金454番地１ 01 3 7 - 8 2 - 3 1 2 1  
北 海 道 美 深 高 等 養 護 学 校 09 8 - 2 2 5 2  中川郡美深町字西町25番地 01 6 5 6 - 2 - 2 1 5 5  
北 海 道 小 平 高 等 養 護 学 校 07 8 - 3 4 4 2  留萌郡小平町字鬼鹿田代577番地２ 01 6 4 - 5 7 - 1 2 0 3  
北 海 道 紋 別 高 等 養 護 学 校 09 9 - 5 1 7 2  紋別市渚滑町元新１丁目152番地１ 01 5 8 - 2 4 - 1 1 2 0  
北 海 道 中 札 内 高 等 養 護 学 校 08 9 - 1 3 4 5  河西郡中札内村東５条南１丁目８番地 01 5 5 - 6 8 - 3 2 6 6  
北 海 道 中 標 津 高 等 養 護 学 校 08 6 - 1 0 5 3  標津郡中標津町東13条北７丁目15番地２ 01 5 3 - 7 2 - 6 7 0 0  

普
通
科
を
設
置
す
る
高
等
部 

北 海 道 夕 張 高 等 養 護 学 校 06 8 - 0 4 2 4  夕張市千代田７番地１ 01 2 3 - 5 6 - 5 5 3 0  
北 海 道 美 唄 養 護 学 校 07 2 - 0 8 1 1  美唄市東７条南３丁目１番地１号 01 2 6 - 6 2 - 6 5 1 1  
北 海 道 南 幌 養 護 学 校 06 9 - 0 2 3 2  空知郡南幌町緑町５丁目１番１号 01 1 - 3 7 8 - 2 3 1 3  
北 海 道 札 幌 養 護 学 校 00 4 - 0 0 6 9  札幌市厚別区厚別町山本751番地206 0 1 1 - 8 9 6 - 1 3 1 1  

 
も な み 学 園 分 校 00 5 - 0 8 5 0  札幌市南区石山東３丁目４番１号 01 1 - 5 9 1 - 6 1 8 1  
共 栄 分 校 06 1 - 1 1 1 2  北広島市共栄274番地１ 01 1 - 3 7 3 - 6 8 5 9  

北 海 道 星 置 養 護 学 校 00 6 - 0 8 5 3  札幌市手稲区星置３条８丁目２番１号 01 1 - 6 8 2 - 5 1 1 0  
北 海 道 余 市 養 護 学 校 04 6 - 0 0 2 3  余市郡余市町梅川町377番地３ 01 3 5 - 2 3 - 7 8 3 1  
 し り べ し 学 園 分 校 04 8 - 0 1 0 1  寿都郡黒松内町字黒松内564 0 1 3 6 - 7 2 - 3 9 0 3  

北 海 道 室 蘭 養 護 学 校 05 0 - 0 0 6 1  室蘭市八丁平３丁目７番27号 0 1 4 3 - 4 5 - 8 2 7 0  
北 海 道 平 取 養 護 学 校 05 5 - 0 1 0 7  沙流郡平取町本町112番地７ 01 4 5 7 - 2 - 3 1 7 8  
 静 内 ペ テ カ リ の 園 分 校 0 5 6 - 0 0 2 3  日高郡新ひだか町静内ときわ町１丁目１番35号 0 1 4 6 - 4 3 - 2 9 1 8  

北 海 道 七 飯 養 護 学 校 04 1 - 1 1 1 2  亀田郡七飯町鳴川５丁目21-１ 0 1 3 8 - 6 5 - 7 0 0 4  
 お し ま 学 園 分 校 04 9 - 0 2 8 2  北斗市当別697-55 0 1 3 8 - 7 5 - 2 7 1 7  

北 海 道 鷹 栖 養 護 学 校 07 1 - 1 2 3 3  上川郡鷹栖町北野西３条２丁目１番１号 01 6 6 - 8 7 - 2 2 7 9  
北 海 道 東 川 養 護 学 校 07 1 - 1 4 1 0  上川郡東川町西10号北36番地 01 6 6 - 8 2 - 4 5 8 6  
北 海 道 稚 内 養 護 学 校 09 8 - 6 6 4 2  稚内市声問５丁目23番地７号 01 6 2 - 2 6 - 2 2 9 2  
北 海 道 北 見 支 援 学 校 09 0 - 0 8 0 7  北見市川東229番地１ 01 5 7 - 6 1 - 0 0 7 1  
北 海 道 紋 別 養 護 学 校 09 4 - 0 0 2 1  紋別市大山町３丁目14番地 01 5 8 - 2 3 - 9 2 7 5  
 ひ ま わ り 学 園 分 校 09 9 - 0 6 2 2  紋別郡遠軽町生田原安国302番地２ 01 5 8 - 4 6 - 2 1 7 1  

北 海 道 帯 広 養 護 学 校 08 0 - 2 4 7 5  帯広市西25条南２丁目７番地３ 01 5 5 - 3 7 - 6 7 7 3  
北 海 道 釧 路 養 護 学 校 08 5 - 0 0 5 4  釧路市暁町11番１号 01 5 4 - 2 5 - 3 4 3 9  

 
11 合格者の発表 

合格者については、平成24年２月15日（水）午前９時、各学校において発表する。 
なお、在学（出身）中学校、特別支援学校（中学部）の校長に合否を通知するとともに、合格者の保護者に通知する。 

 
12 第２次募集 
(1) 合格者の数が募集人員に達しないときは、第２次募集を行う。 
(2) 募集人員の発表の期日等は、次のとおりとする。 
ア  期日 平成24年２月17日（金） 
イ  場所 北海道教育庁学校教育局特別支援教育課及び10に掲げるそれぞれの受検会場 

(3) 出願資格は、３による出願資格と同様とする。ただし、当初の入学募集において合格している者（合格者で入学しない旨の意
思表示のあった者を含む。）の出願は、認めない。 

(4) 出願できる学校及び学科は、(2)により募集人員を発表した学校及び学科とする。 
(5) 出願期間は、平成24年２月17日（金）から平成24年３月１日（木）正午までとする。ただし、職業学科を設置する高等部への
出願は、平成24年２月17日（金）から、平成24年２月23日（木）正午までとする。 

(6) 出願手続は、５に定めるところによる。 
(7) 職業学科を設置する高等部へ出願した者は、出願先の変更を行うことができる。 
ア 出願変更の受付期間 

平成24年２月24日（金）から平成24年３月１日（木）正午までとする。 
イ 出願変更の手続 
(ｱ) 出願の変更をしようとする出願者は、在学校等の校長を経由して第２次募集における当初の出願先である学校に、願書を
転送するために必要な速達・簡易書留用切手（切手の額面については第２次募集における当初の出願先である学校に問い合
わせる。）を同封し、出願変更届及びその他出願変更に必要な書類を提出すること。 

(ｲ) 出願変更届を受け付けた第２次募集における当初出願先の校長は、志望校に変更があるときは、出願変更後の志望校の校
長に出願書類を送付すること。 

(ｳ) 出願変更を行う場合の留意事項は、７(3)によること。 
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(8) 出願状況の発表 
職業学科を設置する高等部における第2次募集の出願状況の発表の時期等は、次のとおりとする。 

ア  当初出願の状況 
期  日 時間 発表内容 場所 

２月24日（金） 10：00 平成24年２月23日(木)
正午までの出願状況 

職業学科を設置する知的障害特別支援学校(掲示) 
特別支援教育課(発表) 

イ 最終出願の状況 
期  日 時間 発表内容 場所 

３月５日（月） 10：00 平成24年３月１日(木)
正午までの出願状況 

職業学科を設置する知的障害特別支援学校(掲示) 
特別支援教育課(発表) 

 
(9) 受検会場は、10に定めるところによる。 
(10) 選考検査及び合格発表の期日等 
ア 選考検査   平成24年３月８日（木）に行う。 
イ 合格者発表  平成24年３月14日（水）午前９時、各学校において発表する。 

(11) 入学者の選考方法 
８に定めるところによる。ただし、当初の入学募集における受検者のうち、次の出願者は、書類選考のみとする。 

ア 当初、職業学科を設置する高等部を受検し、第２次募集においても職業学科を設置する高等部に出願した者。 
イ  当初、夕張高等養護学校を除く普通科を受検し、第２次募集においても夕張高等養護学校を除く普通科に出願した者。  

(12) 第２次募集の合格発表後、合格者の数が募集人員に達しない学校において、入学希望者（特別支援学校の第２次募集におい
て受検した者に限る。）がある場合は、当該校の校長は平成24年３月28日(水)までの間に選考の上、入学させることができる。 

 
13 その他 

札幌市に居住する生徒は、北海道札幌市立豊明高等養護学校(〒002-8034 札幌市北区西茨戸4条1丁目1番1号 電話 011-774-2222)
又は１(1)の表に示した学校のいずれかを志望することができる。 

 
平成 24 年度 北海道立特別支援学校高等部(知的障害)訪問教育生徒募集要領 

１ 募集人員等 
学  校  名 募集人員 学  校  名 募集人員 学  校  名 募集人員 

北 海 道 札 幌 養 護 学 校 ３人 北 海 道 余 市 養 護 学 校 ６人 北 海 道 釧 路 養 護 学 校 ３人 
北 海 道 星 置 養 護 学 校 ６人 北 海 道 帯 広 養 護 学 校 ６人   

(注) 平成23年３月末日以前に特別支援学校（平成19年３月末日以前に設置された養護学校を含む。）中学部の訪問学級を卒業
した者(過年度卒業生)の募集は、平成24年３月中学部卒業見込みの生徒及び高等部(訪問教育)の第１、第２学年在学者の総
数をもって設定した学級の定員の範囲内で行う。 

 
２ 修業年限 

修業年限は、３年とする。 
 
３ 出願資格 

特別支援学校高等部の普通科（訪問教育）に出願する者にあっては、原則として特別支援学校中学部の訪問学級に在籍している
生徒で、平成24年３月末日までに卒業見込みの者及び平成23年３月末日以前に特別支援学校（平成19年３月末日以前に設置された
養護学校を含む。）中学部の訪問学級を卒業した者。 

 
４ 出願期間 

出願期間は、平成24年１月５日（木）から平成24年１月19日（木）正午までとする。 
 
５ 出願手続等 
(1) 出願書類等の請求 

出願に必要な書類の請求は、現に在籍している、あるいは在籍していた校長に対して行う。また、郵送の場合、出願者は返信
用切手140円を必ず同封する。 

(2) 出願書類 
ア  入学願書  イ 個人調査書  ウ 受検票(2) 

(3) 出願書類の提出 
出願先の校長あてに提出する。 

 
６ 選考方法 

選考方法は、当該校長が認めた検査及び面接 
 
７ 選考検査の日時と場所 
(1) 日 時  平成24年１月31日(火)  時間は、当該校長から連絡する。 
(2) 場 所  当該特別支援学校において実施する。 
 
８ 出願先及び受検会場 

学  校  名 〒郵便番号 住          所 電 話 番 号 
北 海 道 札 幌 養 護 学 校 00 4 - 0 0 6 9  札幌市厚別区厚別町山本751番地206 0 1 1 - 8 9 6 - 1 3 1 1  
北 海 道 星 置 養 護 学 校 00 6 - 0 8 5 3  札幌市手稲区星置３条８丁目２番１号 01 1 - 6 8 2 - 5 1 1 0  
北 海 道 余 市 養 護 学 校 04 6 - 0 0 2 3  余市郡余市町梅川町377番地３ 01 3 5 - 2 3 - 7 8 3 1  
北 海 道 帯 広 養 護 学 校 08 0 - 2 4 7 5  帯広市西25条南２丁目７番地３ 01 5 5 - 3 7 - 6 7 7 3  
北 海 道 釧 路 養 護 学 校 08 5 - 0 0 5 4  釧路市暁町11番１号 01 5 4 - 2 5 - 3 4 3 9  

 
９ 合格者の発表 

合格者は、平成24年２月15日（水）午前９時、各学校において発表する。当該校長から合格者の保護者に直ちに通知する。 


